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学校保健法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備

に関する政令等の施行について（通知）

さきの第１６９回国会において成立した「学校保健法等の一部を改正する法律（平成

２０年法律第７３号 （以下「改正法」という ）の改正の概要等については、既に平）」 。

成２０年７月９日付け２０文科ス第５２２号文部科学省スポーツ・青少年局長通知によ

り通知したところですが、このたび、別添１及び別添２のとおり 「学校保健法等の一、

部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成２１年政令第５３

号 （平成２１年３月２５日公布）及び「学校保健法等の一部を改正する法律の施行）」

（ ）」に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令 平成２１年文部科学省令第１０号

（平成２１年３月３１日公布）が公布され、改正法とあわせて平成２１年４月１日から

施行されました。

改正の概要については下記のとおりですので、関係各位におかれましては、その趣旨

を十分御理解の上、適切な対応をお願いするとともに、各都道府県教育委員会におかれ

ては所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して、各都道府県知事におかれては所

轄の学校（専修学校を含む ）及び学校法人等に対して、各国立大学長におかれては附。

属学校に対する周知を図るようお願いします。

なお、改正法並びに改正した政令及び省令の関係資料は、文部科学省のホームページ

に掲載しておりますので、御参照ください。



記

第１ 政令改正の概要

一 学校保健法施行令（昭和３３年政令第１７４号）の一部改正

（１）政令名について

改正法において、法律の題名が「学校保健法」から「学校保健安全法」に改め

られたことを踏まえ、政令の題名を「学校保健法施行令」から「学校保健安全法

施行令」に改めたこと （題名関係）。

（２）その他

改正法における条項移動に伴う整理等の所要の改正を行ったこと。

二 学校給食法施行令（昭和２９年政令第２１２号）の一部改正

改正法における条項移動に伴う整理等の所要の改正を行ったこと。

三 へき地教育振興法施行令（昭和２９年政令第２１０号）の一部改正
、、

改正法において、学校保健法第３条の学校環境衛生に係る規定が削除され、学校

における環境衛生の維持改善について、学校環境衛生基準に照らして行われるもの

については学校保健安全法第６条第２項及び第３項に、学校給食衛生管理基準に照

らして行われるものについては、学校給食法第９条第２項及び第３項に、それぞれ

分けて規定された。

これを踏まえ、学校環境衛生の維持改善を図るために必要な検査を行う場合にお

ける薬剤師の派遣に関して国が補助する場合の経費の範囲を、学校保健安全法第６

条第２項及び第３項の規定に基づく環境衛生の維持改善並びに学校給食法第９条第

２項及び第３項の規定に基づく学校給食の衛生管理のために必要な検査を行う場合

における薬剤師の派遣に必要な経費としたこと。なお、本改正により、薬剤師の派

遣に関して国が補助する経費の範囲に従前と変更はないこと （第１条関係）。

四 その他

学校保健法及び学校給食法並びに学校保健法施行令の規定を引用している以下の

政令について、改正法における条項移動に伴う整理等の所要の改正を行ったこと。

① 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令（昭和２９年政令第１５７号）

（ ）② 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 昭和３１年政令第２２１号

③ 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令（昭

和３３年政令第２０２号）

④ 水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）

⑤ 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令（昭和４８年政令第３２７号）

⑥ 文部科学省組織令（平成１２年政令第２５１号）

⑦ 消費税法施行令（昭和６３年政令第３６０号）

⑧ 義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等

（ ）に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令 平成１６年政令第１５７号

⑨ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）



第２ 省令改正の概要

一 学校保健法施行規則（昭和３３年文部省令第１８号）の一部改正

（１）省令名について

改正法において、法律の題名が「学校保健法」から「学校保健安全法」に改め

られたことを踏まえ、省令の題名を「学校保健法施行規則」から「学校保健安全

法施行規則」に改めたこと （題名関係）。

（２）全体構成について

改正法における学校保健法の章立ての改正を踏まえ、規定順を学校保健、学校

安全の順に改めたこと （目次関係）。

（３）環境衛生検査について

改正法において、文部科学大臣は学校における環境衛生に係る事項について、

児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準（学校

環境衛生基準）を定めるものとし、学校の設置者は当該基準に照らしてその設置

する学校の適切な環境の維持に努めなければならないこととされた。また、当該

基準に照らし、適正を欠く事項があると認めた場合の校長の改善措置について、

法律上、新たに規定が設けられた。

これらを踏まえ、学校保健安全法第５条に規定する環境衛生検査について、学

校環境衛生基準に基づき行うこととするとともに、環境衛生検査の事後措置に係

る規定を削除する等の改正を行ったこと （第１条関係）。

（４）学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則について

改正法において、養護教諭その他の職員の行う日常的な健康観察等による児童

生徒等の健康状態の把握、必要な指導等が「保健指導」として位置付けられた。

、 、 「 」 、また 従来 学校医又は学校歯科医のみが行うものとされてきた 健康相談 は

学校医又は学校歯科医に限らず、学校薬剤師を含め関係教職員が積極的に参画す

るものと再整理された。これは、近年、メンタルヘルスに関する課題やアレルギ

ー疾患等の現代的な健康課題が生ずるなど児童生徒等の心身の健康問題が多様

化、深刻化している中、これらの問題に学校が組織的に対応する観点から、特定

の教職員に限らず、養護教諭、学校医・学校歯科医・学校薬剤師、担任教諭など

関係教職員各々が有する専門的知見の積極的な活用に努められたいという趣旨で

ある。

これらを踏まえ、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則に「保

健指導に従事すること を追加するとともに 学校薬剤師の職務執行の準則に 健」 、 「

康相談に従事すること」を追加する等の改正を行ったこと （第２２条、第２３。

条及び第２４条関係）

（５）その他

改正法における条項移動に伴う整理等の所要の改正を行ったこと。

二 学校給食法施行規則（昭和２９年文部省令第２４号）の一部改正

改正法における条項移動に伴う整理を行ったこと。

三 その他

学校保健法及び学校給食法の規定を引用している以下の省令について、改正法に

おける条項移動に伴う整理を行ったこと。



① 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）

② 学校保健統計調査規則（昭和２７年文部省令第５号）

③ 教育職員免許法施行規則（昭和２９年文部省令第２６号）

④ へき地教育振興法施行規則（昭和３４年文部省令第２１号）
、、

⑤ 義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等

に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則（平成１６年文部科

学省令第２８号）

⑥ 免許状更新講習規則（平成２０年文部科学省令第１０号）

（参考）文部科学省ホームページアドレス

学校保健法等の一部を改正する法律（概要、法律、新旧対照表、通知、整備政令・

省令・告示 （予定））

http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703.htm

（ホーム＞政策について＞国会提出法律＞第169回国会における文部科学省成立法律）
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